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(57)【要約】
　体内脊椎融合アセンブリが、体内ケージと、平板状の
金属ピンと、骨締結具を含む。体内ケージは、金属ケー
ジと、PEEKインサートとを有する。PEEKインサートは、
金属ケージのスロットに挿入され、ピンによって金属ケ
ージに固定される。組み立てられた体内ケージは、2つ
の隣接する椎骨間の空間に挿入され、平板状の金属ピン
及び骨締結具によって適所に（in place）固定される。
【選択図】図3
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位椎骨と下位椎骨との間に少なくとも部分的に埋め込むのに用いるように構成されて
いる体内脊椎融合アセンブリであって、該体内脊椎融合アセンブリは、
　左側面及び右側面と、前面及び後面と、頂面及び底面とを有する体内ケージを含み、
　前記体内ケージは、金属ケージと、プラスチックインサートと、第1の平板状の金属ピ
ン及び第2の平板状の金属ピンとを備え、
　前記金属ケージは、前記前面から前記体内ケージの中央に向かって延びる前スロットを
有し、前記プラスチックインサートは、前記前スロット内に嵌まるように形状付け及び寸
法決めされており、
　前記金属ケージは、前記後面から前記体内ケージの前記中央に向かって延びる後スロッ
トを更に有し、前記第1の金属ピン及び前記第2の金属ピンは、前記後スロット内に嵌まっ
て収まるように形状付け及び寸法決めされており、
　前記前スロットは前記後スロットと交わらない、
体内脊椎融合アセンブリ。
【請求項２】
　前記後スロットは、左上方湾曲溝及び右上方湾曲溝と、左下方湾曲溝と右下方湾曲溝と
を有し、前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンは、前記体内ケージ
が埋め込まれた後で前記左上方湾曲溝、前記右上方湾曲溝及び前記左下方湾曲溝、前記右
下方湾曲溝内をそれぞれ摺動するように形状付け及び寸法決めされている左側面及び右側
面を有し、前記左上方湾曲溝及び前記右上方湾曲溝は、前記左下方湾曲溝及び前記右下方
湾曲溝と交わらない、請求項1に記載の体内脊椎融合アセンブリ。
【請求項３】
　前記体内脊椎融合アセンブリは、第1の骨締結具及び第2の骨締結具を更に含み、前記金
属ケージは、前記頂面から前記底面に向かって延びる頂部貫通開口と、前記後面で始まる
とともに前記頂面及び前記底面に向かってそれぞれ対角線上に延びる第1の貫通開口及び
第2の貫通開口とを更に有し、前記第1の貫通開口及び前記第2の貫通開口は、前記第1の骨
締結具及び前記第2の骨締結具をそれぞれ収納するように寸法決めされている、請求項1に
記載の体内脊椎融合アセンブリ。
【請求項４】
　前記体内脊椎融合アセンブリは、ピンを更に含み、前記プラスチックインサートの位置
は、前記ピンによって前記金属ケージの前記前スロット内に固定される、請求項1に記載
の体内脊椎融合アセンブリ。
【請求項５】
　前記体内ケージの前記頂面及び前記底面は、骨係合歯を有する、請求項1に記載の体内
脊椎融合アセンブリ。
【請求項６】
　前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンはそれぞれ、台形状の前端
部を有する細長い湾曲本体と、矩形の貫通開口と、中央ピンとを有し、該中央ピンは、前
記矩形の開口内で前記細長い湾曲本体の前記前端部から延び、前記細長い湾曲本体の湾曲
部とは逆側の方向に突出する遠位端部を有する、請求項1に記載の体内脊椎融合アセンブ
リ。
【請求項７】
　前記金属ケージは、前記頂面及び前記底面に頂部凹み及び底部凹みをそれぞれ更に有し
、前記頂部凹み及び前記底部凹みは、前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の
金属ピンの前記中央ピンの前記遠位端部とそれぞれ係合するように形状付け及び寸法決め
されている、請求項6に記載の体内脊椎融合アセンブリ。
【請求項８】
　前記細長い湾曲本体は、平滑な左側面及び右側面を有する後部分と、歯付き左側面及び
右側面を有する前部分と、前記頂面の左縁及び右縁に沿った歯とを有する、請求項6に記
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載の体内脊椎融合アセンブリ。
【請求項９】
　前記金属ケージは、チタン、ステンレス鋼、生体適合性の金属又はそれらの合金のうち
の1つを含む、請求項1に記載の体内脊椎融合アセンブリ。
【請求項１０】
　前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンは、チタン、ステンレス鋼
、生体適合性の金属又はそれらの合金のうちの1つを含む、請求項1に記載の体内脊椎融合
アセンブリ。
【請求項１１】
　前記プラスチックインサートは、PEEKを含む、請求項1に記載の体内脊椎融合アセンブ
リ。
【請求項１２】
　脊椎安定化に用いる方法であって、
　体内脊椎融合アセンブリであって、左側面及び右側面と、前面及び後面と、頂面及び底
面とを有する体内ケージを含み、
　　前記体内ケージは、金属ケージと、プラスチックインサートと、第1の平板状の金属
ピン及び第2の平板状の金属ピンとを備え、
　　前記金属ケージは、前記前面から前記体内ケージの中央に向かって延びる前スロット
を有し、前記プラスチックインサートは、前記前スロット内に嵌まるように形状付け及び
寸法決めされており、
　　前記金属ケージは、前記後面から前記体内ケージの前記中央に向かって延びる後スロ
ットを更に有し、前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンは、前記後
スロット内に嵌まって収まるように形状付け及び寸法決めされており、
　前記前スロットは前記後スロットと交わらない、体内脊椎融合アセンブリを、準備する
ことと、
　　上位椎骨と下位椎骨との間に少なくとも部分的に前記体内ケージを挿入するとともに
埋め込むことと、
　　前記後スロット内から前記体内ケージの前記前面に向けて前記第1の平板状の金属ピ
ン及び前記第2の平板状の金属ピンを押すとともに、前記上位椎骨の椎骨終板及び前記下
位椎骨の椎骨終板を前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンとそれぞ
れ係合させることと、
を含む、方法。
【請求項１３】
　前記後スロットは、左上方湾曲溝及び右上方湾曲溝と、左下方湾曲溝と右下方湾曲溝と
を有し、前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンは、前記左上方湾曲
溝、前記右上方湾曲溝及び前記左下方湾曲溝、前記右下方湾曲溝内をそれぞれ摺動するよ
うに形状付け及び寸法決めされている左側面及び右側面を有し、前記左上方湾曲溝及び前
記右上方湾曲溝は、前記左下方湾曲溝及び前記右下方湾曲溝と交わらない、請求項12に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記体内脊椎融合アセンブリは、第1の骨締結具及び第2の骨締結具を更に含み、前記金
属ケージは、前記頂面から前記底面に向かって延びる頂部貫通開口と、前記後面で始まる
とともに前記頂面及び前記底面に向かってそれぞれ対角線上に延びる第1の貫通開口及び
第2の貫通開口とを更に有し、前記第1の貫通開口及び前記第2の貫通開口は、前記第1の骨
締結具及び前記第2の骨締結具をそれぞれ収納するように寸法決めされており、
　前記方法は、前記第1の骨締結具及び前記第2の骨締結具を前記上位椎骨の前記椎骨終板
及び前記下位椎骨の前記椎骨終板にそれぞれ挿入するとともに螺入させることを更に含む
、請求項12に記載の方法。
【請求項１５】
　前記体内脊椎融合アセンブリは、ピンを更に含み、前記プラスチックインサートの位置
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は、前記ピンによって前記金属ケージの前記前スロット内に固定される、請求項12に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記体内ケージの前記頂面及び前記底面は、骨係合歯を有する、請求項12に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンはそれぞれ、台形状の前端
部を有する細長い湾曲本体と、矩形の貫通開口と、中央ピンとを有し、該中央ピンは、前
記矩形の開口内で前記細長い湾曲本体の前記前端部から延び、前記細長い湾曲本体の湾曲
部とは逆側の方向に突出する遠位端部を有する、請求項12に記載の方法。
【請求項１８】
　前記金属ケージは、前記頂面及び前記底面に頂部凹み及び底部凹みをそれぞれ更に有し
、前記頂部凹み及び前記底部凹みは、前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の
金属ピンの前記中央ピンの前記遠位端部とそれぞれ係合するように形状付け及び寸法決め
されている、請求項17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記細長い湾曲本体は、平滑な左側面及び右側面を有する後部分と、歯付き左側面及び
右側面を有する前部分と、前記頂面の左縁及び右縁に沿った歯とを有する、請求項17に記
載の方法。
【請求項２０】
　前記金属ケージは、チタン、ステンレス鋼、生体適合性の金属又はそれらの合金のうち
の1つを含む、請求項12に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第1の平板状の金属ピン及び前記第2の平板状の金属ピンは、チタン、ステンレス鋼
、生体適合性の金属又はそれらの合金のうちの1つを含む、請求項12に記載の方法。
【請求項２２】
　前記プラスチックインサートは、PEEKを含む、請求項12に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体内脊椎融合アセンブリのためのシステム及び方法に関し、より詳細には、
体内ケージと、平板状の金属ピンと、骨係合締結具とを含む体内脊椎融合アセンブリに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　　［関連する同時係属出願の相互参照］
　本出願は、2012年9月24日に出願され、「SYSTEM AND METHOD FOR AN INTERBODY SPINAL
 FUSION ASSEMBLY」と題する米国仮特許出願第61／704800号の利益を主張し、その内容は
引用することにより明確に本明細書の一部をなす。
【０００３】
　腓骨支柱移植は、前頚部椎体切除に関して効果が証明されているが、本来、早期又は晩
期の破損、脱転（dislodgement）、変位、椎体への嵌入又は偽関節等の合併症を受けやす
い。多レベルの前頚部再建後の沈下及びその結果として生じる分節性脊柱後弯症も記録さ
れている。移植片の移動、変位又は破損の危険性は、より多くの椎体が取り除かれており
移植片がより長い場合に、また、C7椎体での融合終了を伴う椎体切除の場合に生じる可能
性がより高い。より大きな終板被覆範囲がより安定した構造につながるという利点を有す
るとともに骨と同様の弾性率を有するポリエーテルエーテルケトン（polyether ether ke
tone）（PEEK）等の、より新規の体内安定化選択肢が出現している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、PEEKケージは、所定位置から移動する傾向があり、通常、別個の固定プ
レートを必要とする。他の任意選択肢として金属製の拡張可能なケージが挙げられるが、
これらは嵩張り、隣接する椎体を破損させる危険がある可能性があり、また、骨移植のた
めの余地が限られており、したがって、最も理想的な生体環境を提供しない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、体内ケージと、平板状の金属ピンと、骨締結具とを含む体内脊椎融合アセン
ブリに関する。体内ケージは、金属ケージと、PEEKインサートとを有する。PEEKインサー
トは、金属ケージのスロットに挿入され、ピンによって金属ケージに固定される。組み立
てられた体内ケージは、2つの隣接する椎骨間の空間に挿入され、平板状の金属ピン及び
骨係合締結具によって適所に（in place）固定される。
【０００６】
　概して、1つの態様では、本発明は、上位椎骨と下位椎骨との間に少なくとも部分的に
埋め込まれるように構成されている体内脊椎融合アセンブリを特徴とする。体内脊椎融合
アセンブリは、左側面及び右側面と、前面及び後面と、頂面及び底面とを有する体内ケー
ジを含む。体内ケージは、金属ケージと、プラスチックインサートと、第1の平板状の金
属ピン及び第2の平板状の金属ピンとを有する。金属ケージは、前面から体内ケージの中
央に向かって延びる前スロットを有し、プラスチックインサートは、前スロット内に嵌ま
るように形状付け及び寸法決めされている。金属ケージは、後面から体内ケージの中央に
向かって延びる後スロットを更に有し、第1の金属ピン及び第2の金属ピンは、後スロット
内に嵌まって収まるように形状付け及び寸法決めされている。前スロットは、後スロット
と交わらない。
【０００７】
　本発明のこの態様の実施形態は、以下の特徴のうちの1つ又は複数を含み得る。後スロ
ットは、左上方湾曲溝及び右上方湾曲溝と、左下方湾曲溝と右下方湾曲溝とを有する。第
1の平板状の金属ピン及び第2の平板状の金属ピンは、体内ケージが埋め込まれた後で左上
方湾曲溝、右上方湾曲溝及び左下方湾曲溝、右下方湾曲溝内をそれぞれ摺動するように形
状付け及び寸法決めされている左側面及び右側面を有する。左上方湾曲溝及び右上方湾曲
溝は、左下方湾曲溝及び右下方湾曲溝と交わらない。この体内脊椎融合アセンブリは、第
1の骨締結具及び第2の骨締結具を更に含み、金属ケージは、頂面から底面に向かって延び
る頂部貫通開口と、後面で始まるとともに頂面及び底面に向かってそれぞれ対角線上に延
びる第1の貫通開口及び第2の貫通開口とを更に有する。第1の貫通開口及び第2の貫通開口
は、第1の骨締結具及び第2の骨締結具をそれぞれ収納するように寸法決めされている。こ
の体内脊椎融合アセンブリは、ピンを更に含み、プラスチックインサートの位置は、ピン
によって金属ケージの前スロット内に固定される。体内ケージの頂面及び底面は、骨係合
歯を有する。第1の平板状の金属ピン及び第2の平板状の金属ピンはそれぞれ、台形状の前
端部を有する細長い湾曲本体と、矩形の貫通開口と、中央ピンとを有する。中央ピンは、
矩形の開口内で細長い湾曲本体の前端部から延び、細長い湾曲本体の湾曲部とは逆側の方
向に突出する遠位端部を有する。金属ケージは、頂面及び底面に頂部凹み及び底部凹みを
それぞれ更に有し、頂部凹み及び底部凹みは、第1の平板状の金属ピン及び第2の平板状の
金属ピンの中央ピンの遠位端部とそれぞれ係合するように形状付け及び寸法決めされてい
る。細長い湾曲本体は、平滑な左側面及び右側面を有する後部分と、歯付き左側面及び右
側面を有する前部分と、頂面の左縁及び右縁に沿った歯とを有する。金属ケージは、チタ
ン、ステンレス鋼、生体適合性の金属又はそれらの合金のうちの1つを含む。第1の平板状
の金属ピン及び第2の平板状の金属ピンは、チタン、ステンレス鋼、生体適合性の金属又
はそれらの合金のうちの1つを含む。プラスチックインサートは、PEEKを含む。
【０００８】
　概して、1つの態様では、本発明は、以下を含む、脊椎安定化に用いる方法を特徴とす
る。まず、左側面及び右側面と、前面及び後面と、頂面及び底面とを有する体内ケージを
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含む、体内脊椎融合アセンブリを準備する。体内ケージは、金属ケージと、プラスチック
インサートと、第1の平板状の金属ピン及び第2の平板状の金属ピンとを有する。金属ケー
ジは、前面から体内ケージの中央に向かって延びる前スロットを有し、プラスチックイン
サートは、前スロット内に嵌まるように形状付け及び寸法決めされている。金属ケージは
、後面から体内ケージの中央に向かって延びる後スロットを更に有し、第1の平板状の金
属ピン及び第2の平板状の金属ピンは、後スロット内に嵌まって収まるように形状付け及
び寸法決めされている。前スロットは後スロットと交わらない。次に、上位椎骨と下位椎
骨との間に少なくとも部分的に体内ケージを挿入するとともに埋め込む。次に、後スロッ
ト内から体内ケージの前面に向けて第1の平板状の金属ピン及び第2の平板状の金属ピンを
押すとともに、上位椎骨の椎骨終板及び下位椎骨の椎骨終板を第1の平板状の金属ピン及
び第2の平板状の金属ピンとそれぞれ係合させる。
【０００９】
　本発明の1つ又は複数の実施形態の詳細が、添付図面及び以下の説明に示されている。
本発明の他の特徴、目的、及び利点は、好ましい実施形態の以下の説明、図面、及び特許
請求の範囲から明らかになる。
【００１０】
　図面を参照すると、幾つかの図を通して、類似の符号は類似の部品を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】「非係合位置」における、本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの斜視図である
。
【図２】「係合位置」における、図1の体内脊椎融合アセンブリの斜視図である。
【図３】図2の体内脊椎融合アセンブリの分解図である。
【図４Ａ】図3の体内ケージの上面斜視図である。
【図４Ｂ】図3の体内ケージの正面斜視図である。
【図４Ｃ】図3の体内ケージの右側面斜視図である。
【図４Ｄ】図3の体内ケージの左側面斜視図である。
【図５Ａ】「非係合」位置における、図3の平板状のピンの斜視図である。
【図５Ｂ】「係合」位置における、図3の平板状のピンの斜視図である。
【図６】図3の体内ケージのインサーター器具の斜視図である。
【図７Ａ】図6のインサーター器具の分解図である。
【図７Ｂ】図6のインサーター器具のハンドルの透視図である。
【図８Ａ】図3の体内ケージを保持している、図6のインサーター器具の遠位部分の詳細図
である。
【図８Ｂ】図6のインサーター器具の遠位部分の詳細図である。
【図９Ａ】遠位端部が図3の体内ケージと係合しているピン取外し工具の斜視図である。
【図９Ｂ】図9Aのピン取外し工具の遠位端部の詳細図である。
【図１０Ａ】ピン取外し工具の側面図である。
【図１０Ｂ】図10Aのピン取外し工具の上面斜視図である。
【図１１Ａ】「非係合」位置における平板状のピンの別の実施形態を示す図である。
【図１１Ｂ】「係合」位置における、図11Aの平板状のピンを示す図である。
【図１２】図11Aの平板状のピンの分解図である。
【図１３Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリ及びインサーター（inserter）器具の
別の実施形態を示す図である。
【図１３Ｂ】図13Aの体内脊椎融合アセンブリ及びインサーター（inserter）器具の側面
図である。
【図１３Ｃ】図13Aの体内脊椎融合アセンブリ及びインサーター器具の上面図である。
【図１４Ａ】図13Aのインサーター器具と係合している、図13Aの体内脊椎融合アセンブリ
の斜視図である。
【図１４Ｂ】図13Aのインサーター器具と係合している、体内脊椎融合アセンブリの遠位
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端部の側面図である。
【図１５Ａ】平板状のピンが「係合」位置にある、図13Aのインサーター器具と係合した
、図13Aの体内脊椎融合アセンブリの斜視図である。
【図１５Ｂ】図15Aのアセンブリの側面図である。
【図１５Ｃ】図15Aのアセンブリの上面図である。
【図１６Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態を示す図である。
【図１６Ｂ】図16Aの体内脊椎融合アセンブリの側面図である。
【図１６Ｃ】平板状のピンが部分的に係合している、図16Aの体内脊椎融合アセンブリの
実施形態を示す図である。
【図１６Ｄ】平板状のピンが完全に係合している、図16Aの体内脊椎融合アセンブリの実
施形態を示す図である。
【図１７Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態を示す図である。
【図１７Ｂ】図17Aの体内脊椎融合アセンブリの側面図である。
【図１７Ｃ】平板状のピンが部分的に係合している、図17Aの体内脊椎融合アセンブリの
実施形態を示す図である。
【図１７Ｄ】平板状のピンが完全に係合している、図17Aの体内脊椎融合アセンブリの実
施形態を示す図である。
【図１７Ｅ】図17Dの実施形態の側面図である。
【図１８Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態を示す図である。
【図１８Ｂ】図18Aの体内脊椎融合アセンブリの側面図である。
【図１８Ｃ】平板状のピンが完全に係合している、図18Aの体内脊椎融合アセンブリの実
施形態を示す図である。
【図１９Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態の分解図である。
【図１９Ｂ】図19Aの体内脊椎融合アセンブリの側面図である。
【図１９Ｃ】図19Aの体内脊椎融合アセンブリを組み付ける際の第1の（first）ステップ
を示す図である。
【図１９Ｄ】平板状のピンが完全に係合している、図19Aの体内脊椎融合アセンブリの実
施形態を示す図である。
【図１９Ｅ】図19Aの体内脊椎融合アセンブリを組み付ける際の第2のステップを示す図で
ある。
【図１９Ｆ】組み付けられた図19Aの体内脊椎融合アセンブリを示す図である。
【図２０Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態の分解図である。
【図２０Ｂ】組み付けられた図20Aの体内脊椎融合アセンブリを示す図である。
【図２１Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態の分解図である。
【図２１Ｂ】組み付けられた図21Aの体内脊椎融合アセンブリを示す図である。
【図２２Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態の分解図である。
【図２２Ｂ】組み付けられた図22Aの体内脊椎融合アセンブリを示す図である。
【図２３Ａ】本発明に係る体内脊椎融合アセンブリの別の実施形態の分解図である。
【図２３Ｂ】組み付けられた図23Aの体内脊椎融合アセンブリを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、体内ケージと、平板状の金属ピンと、骨締結具とを含む体内脊椎融合アセン
ブリに関する。体内ケージは、2つの隣接する椎骨の間の空間に挿入され、平板状の金属
ピン及び骨係合締結具によって適所に（in place）固定される。
【００１３】
　図1、図2及び図3を参照すると、体内脊椎融合アセンブリ100は、体内ケージ110と、平
板状のピン130a、130bと、骨係合締結具140a、140bとを含む。体内ケージ110は、金属ケ
ージ112とインサート120とを有する。インサート120は、PEEK又は他のプラスチック材料
から作製され、金属ケージ112の前側112aに形成されているスロット114内に位置決めされ
る。金属ケージ112は、チタン、鋼又は任意の他の生体適合性の金属若しくは合金から作
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製される。インサート120は、金属ケージの貫通開口115及びインサートの貫通開口125内
に位置決めされるピン150によって金属ケージ112に固定される。図4A～図4Dを参照すると
、金属ケージ112は、前側112aのスロット開口114と、後側112bのスロット開口118と、頂
面及び底面の凹み111と、後側112bで始まるとともに底面112f及び頂面112eにそれぞれ向
けて対角線上に延びる貫通開口117a、117bとを有する。貫通開口117a、117bは、骨係合締
結具140a、140bそれぞれを収納するように寸法決めされている。金属ケージ112はまた、
矩形外周部を有するとともに頂面112eから底面112fにかけて延びる貫通開口116を有する
。上述したようにピン収納開口115もある。スロット開口114が、相補的な形状及び寸法を
有するインサート120を収納するように形状付け及び寸法決めされている。スロット開口1
18が、後側112b内に形成されており、2つの平板状のピン130a、130bを収納するように形
状付け及び寸法決めされている。開口118の左内側及び右内側は、頂部上方湾曲溝119b、
底部下方湾曲溝119a及び、頂部上方湾曲溝119d、底部下方湾曲溝119cをそれぞれ有する。
開口118の左内側及び右内側はまた、中央溝119e、中央開口119g、及び中央溝119f、中央
開口119hをそれぞれ有する。平板状のピン130a、130bは、下方及び上方にそれぞれ湾曲し
ており、それらの側部は、溝119a、119c及び119b、119d内をそれぞれ摺動するように寸法
決めされている。金属ケージ112の頂面112e及び底面112fは、骨係合歯113を有する。平板
状のピン130aは金属から作製され、矩形の中央貫通開口133a及び中央ピン138aを有する下
方湾曲本体132aを有する。中央ピン138aは、中央開口133a内を平板状のピン130aの前面か
ら延び、遠位端部を有しており、この遠位端部は、平板状のピン130aの湾曲部とは逆の方
向に突出しており、平板状の金属ピン130aが「係合位置」にくると金属ケージ112の底面
にある突起111と係合する。前端部134aは、最も短い辺が前にある台形状である。側面135
a、135bは、溝119a、119c内を摺動し易くするように部分的に平滑である。側面135a、135
bの前部分は歯136を有する。頂面の縁もまた歯137を有する。同様に、平板状のピン130b
は金属から作製され、矩形の中央貫通開口133bと、中央開口133b内を前面から延びる中央
ピン138bとを有する上方湾曲本体132bを有する。中央ピン138bは、中央開口133b内を前面
から延び、遠位端部を有しており、この遠位端部は、平板状のピン130bの湾曲部とは逆の
方向に突出しており、平板状の金属ピン130bが「係合位置」にくると金属ケージ112の頂
面にある突起111と係合する。前端部134bは、最も短い辺が前にある台形状である。側面1
35a、135bは、溝119b、119d内を摺動し易くするように部分的に平滑である。側面135a、1
35bの前部分は歯136を有する。頂面の縁もまた歯137を有する。「非係合」形態では、ピ
ン130a、130bは、図1及び図5Aに示されているように、互いに対して平行であるとともに
金属ケージ112の開口118内に収納されている。「係合」形態では、ピン130aは下に曲がり
、ピン130bは上に曲がり、ピン130aの前端部134a、ピン130bの前端部134bは、図2及び図5
Bに示されているように金属ケージ112から突出する。前端部134b、歯付き前側側面135b及
び前端部134a、歯付き前側側面135aは、上位椎骨終板及び下位椎骨終板とそれぞれ係合す
る。
【００１４】
　手術の際、金属ケージ112と、インサート120と、平板状のピン130a、130bとを有する体
内ケージ110を、2つの隣接する椎骨の間の椎間開口内に挿入する。特別なインサーター18
0を用いて椎間開口内に体内ケージ110を挿入する。次に、インサーター180が頂部ピン130
b及び底部ピン130aの背部を押し、頂部ピン130b及び底部ピン130aを上方及び下方にそれ
ぞれ動かす。頂部ピン130b及び底部ピン130aは、溝119b、119d及び119a、119c内をそれぞ
れ前方に摺動し、上位椎骨終板及び下位椎骨終板を頂部ピン130bの前端部134b、歯付き前
側側面136b、及び底部ピン130aの前端部134a、前側側面136aとそれぞれ係合させる。次に
、2つの骨締結具140a、140bを体内ケージ開口117a、117bにそれぞれ挿入し、椎体に螺入
させる。骨締結具140aは、体内ケージ112の底面に向けて対角線上に向き付けられ、隣接
する下位椎体と係合する。骨締結具140bは、体内ケージ112の頂面に向けて対角線上に向
き付けられ、隣接する上位椎体と係合する。要するに、体内ケージ110は、2つの骨係合締
結具140a、140b及び2つの平板状の金属ピン130a、130bによって椎間開口内に固定される
。下記で記載するように、特別な取外し工具190を用いて平板状のピン130b、130aを椎骨
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終板から離脱させる。
【００１５】
　図6を参照すると、インサーター器具180が、カニューレ182と、インパクター184と、止
めシャフト183と、ハンドル186とを有する。カニューレ182は、中央ボア開口部182d及び
矩形断面を有する細長い本体182cを有し、細長い本体182cの遠位端部から延びる2つの平
行な遠位延長部182a、182bで終端している。インパクター184は、カニューレボア開口部1
82d内を摺動する。ハンドル186が、カニューレ182の近位端を包囲し、ピン181によってカ
ニューレ182の近位端に固定されている。インパクター184は、2つの平行なブレード184a
、184bで終端している細長い本体184cを有する。インパクターキャップ185が、インパク
ターの細長い本体184cの近位端に取り付けられている。インパクターキャップ185は、イ
ンパクター184を前方に押すのに用いられる。インパクターの細長い本体184cの断面は、
カニューレボア開口部182dの断面と合致し、2つの平行なブレード184a、186bは、カニュ
ーレ182の遠位延長部182a、182bに対して平行に向き付けられている。遠位延長部182a、1
82bは、外方を向いた先端193a、193bでそれぞれ終端している台形状の端部192a、192bを
有する。遠位延長部182a、182bをインサート100の中央溝119e、119f内に摺動させるとと
もに先端部193a、193bを開口119g、119hにそれぞれ挿入することによって、カニューレ18
2がインサート100に取り付けられる。カニューレ182がインサート100に取り付けられると
、インサーター180を用いて、インサート100を2つの隣接する椎体間に作られた椎間開口
内にガイドしそこに配置する。インサート100を椎間開口内に配置した後、インパクター
キャップ185を前方に押してブレード184a、184bを前方に移動させ、それによって、平板
状のピン130a、130bを溝119a、119c及び119b、119d内にそれぞれ下方及び上方に押す。止
めシャフト183は、カニューレ182及びインパクター184に対して平行に向き付けられ、近
位端においてラチェット溝183aを有するとともに遠位端部において湾曲前端部183bを有す
る。止めシャフト183の位置は、ラチェット溝を介して調整され、椎間開口から定距離195
のところに設定される。止めシャフト183により、設定された定距離195を越えてカニュー
レ182が延出し過ぎることが防止される。ピン130a、130bは、取外し工具190を開口133a、
133bにそれぞれ挿入することによって「非係合」位置に動かされる。取外し工具190は、
図9A、図9B、図10A、図10Bに示されているように、近位端においてハンドル192aを有する
とともに遠位端部においてフック192bを有する細長いシャフト192を有する。フック192b
は、平板状のピン130a、130bの開口133a、133b内にそれぞれ嵌まるように形状付け及び寸
法決めされており、それによって、フック工具を平板状のピンに取り付ける。フック工具
190は、平板状のピン130a、130bに取り付けられると、図9Bに示されているように、引き
戻されて（pulled back）平板状のピン130a、130bを移動させて「非係合位置」に戻す。
【００１６】
　別の実施形態では、図11A、図11B及び図12に示されているように、平板状のピン230a、
230bが中央リンク部材235を有する。この実施形態では、平板状のピン230b、230aのそれ
ぞれは、矩形の中央貫通口233aを有する上方湾曲本体又は下方湾曲本体132aを有する。前
端部234aは、最も短い辺が前にある台形状である。側面235a、235bは、溝119a、119c内を
摺動し易くするように部分的に平滑である。側面235a、235bの前部分は歯136を有する。
中央リンク部材235が、平板状のピン230aと230bとの間を摺動しこれらを連結する。中央
リンク部材235は、ねじ付き貫通開口236と、上方延長部237a及び下方延長部237bとを有す
る。延長部237a、237bは、平板状のピンの中央開口233aに挿入され、それによって平板状
のピンと係合する。ねじ付き遠位端部を有するインサーター器具（図示せず）がねじ付き
開口236に挿入され、このインサーター器具を用いて平板状のピン230a、230bを「係合」
位置又は「非係合」位置にそれぞれ同時に前方又は後方に動かす。
【００１７】
　図13A、図13B、図13C、図14A、図14B及び図15A～図15Cを参照すると、別の実施形態で
は、椎間ケージ250が、PEEKから作製される本体を有し、ケージの前部250a（近位側）か
ら中央に向かって延びる2つのスロット252a、252bと、ケージ250の頂面250cからケージ25
0の底面250dまで延びる中央貫通ボア255とを有する。下方湾曲本体及び上方湾曲本体をそ
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れぞれ有する2つの平板状のピン240a、240bは、螺旋付きインサーター245によってスロッ
ト252a、252bに挿入される。螺旋付きインサーター245は、細長いシャフト246とねじ付き
円錐遠位端部245aとを有する。平板状のピン240a、240bのそれぞれは、内歯243を有する
中央スロット242を有する。螺旋付きインサーター245が回転すると、ねじ付き円錐遠位端
部245aが、対応する平板状のピン240a、240bの内歯243と接触し、それによって、それら
の内歯243と遠位に係合し、それらを同時にケージ250の対応するスロット252a、252bに前
方に移動させる。
【００１８】
　図16A、図16B、図16C及び図16Dを参照すると、別の実施形態では、椎間ケージ260が、P
EEKから作製される本体を有し、ケージの前部260a（近位側）から中央に向かって延びる
スロット262と、ケージ260の頂面260cからケージ260の底面260dに延びる中央貫通ボア265
とを有する。下方湾曲本体及び上方湾曲本体をそれぞれ有する2つの平板状のピン270a、2
70bが、インサーターによってスロット262に挿入される。平板状のピン270a、270bのそれ
ぞれは、矩形開口273a、273bを有し、開口273a、273b内を摺動する中央リンク部材275を
介して互いに連結される。中央リンク部材275は、C字状の本体276と、上方延出延長部276
a及び下方延出延長部276bをそれぞれ有する。延長部276a、276bは、スロット262の前部26
0aにおいてケージの底面260d及び頂面260cに形成されているカットアウト262a、262b内に
嵌まり、スロット262内で中央リンク部材275の止め部として機能する。平板状のピンは、
中央リンク部材275によってともに保持され、嵌め込みにより同時にスロット262に挿入さ
れる。
【００１９】
　図17A、図17B、図17C、図17D及び図17Eを参照すると、別の実施形態では、椎間ケージ2
80が、PEEKから作製される本体と、頂面280a上に開口283aを有するとともに前面280b内に
開口283bを有するスロット283内に引っ込んでいる垂直構造部285とを有する。垂直構造部
285は、頂面に歯284を有するとともに傾斜前面285aを有する。平板状のピン282が、前部
開口283bを通してスロット283に挿入される。平板状のピン282の前面282aもまた傾斜して
おり、この前面282aは、垂直構造部285の傾斜前面285aと相補的である。スロット283への
ピン282の挿入により、2つの傾斜面282a及び285aが合致し、引っ込んでいる垂直部材285
がスロット283の頂部開口283aを通して上がり、歯284が露出する。露出した歯284は椎骨
終板と係合し、椎間空間内にケージ280を固定する。椎間ケージ280もまた中央開口281を
有する。
【００２０】
　図18A、図18B及び図18Cを参照すると、別の実施形態では、椎間ケージ290は、PEEKから
作製される本体を有し、ケージの前部290a（近位側）から中央に向かって延びる2つの交
差する前スロット292a、292bと、ケージ290の頂面290cからケージ290の底面290dまで延び
る中央貫通ボア295とを有する。2つの平ピン296、297が、スロット292a、292bに挿入され
、中央貫通ボア295を通過する際に互いに交差する。平ピン296は、横棒296cによって近位
端において接続される2つの矩形状の突起296a、296bを有し、矩形開口296bによって隔て
られている。平ピン297は、矩形状の突起297aと、突起297aの近位端に取り付けられてい
る横棒297bとを有するＴ字状本体を有する。突起296a、296b及び297aの遠位端部は、先が
尖っており、上位椎骨終板及び下位椎骨終板と係合してケージ290を椎間空間内に固定す
る。
【００２１】
　図19A～図19Ｆを参照すると、別の実施形態では、椎間インサートアセンブリ300が、2
部品ケージ本体320と、2つの連結された平板状のピン345a、345bと、プレート310とを含
む。ケージ320は、PEEKから作製される前部品330と、金属から作製される後部品340とを
有する。2つの部品330、340は、ピン342a、342b、331a、331bによって一緒に保持され、
中央開口344を有する矩形状の本体を形成する。前部品330の前面はスロット332を有し、
このスロット332を通して平板状のピン345a、345bが挿入される。組み立てられたケージ
本体320が椎間空間に挿入された後、2つの連結された平板状のピン345a、345bが圧縮され
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、スロット332に挿入される。平板状のピン345a、345bは、中央開口344に達すると、解放
され、平板状のピン345a、345bの遠位端部が上方及び下方にそれぞれ拡張し、上位椎骨終
板及び下位椎骨終板とそれぞれ係合する。次に、プレート310が、挿入されたケージ320の
正面及び椎体の正面に配置され、4つの骨締結具312によってケージ320の前面及び椎体の
前面に取り付けられる。プレート310は、4つの骨締結具312を収納するように寸法決めさ
れている4つの貫通開口を有する。
【００２２】
　図20A及び図20Bを参照すると、別の実施形態では、椎間インサートアセンブリ400が、
ケージ本体420と、2つの平板状のピン445a、445bと、プレート410とを有する。この実施
形態では、プレート410は、骨締結具412a、412bを収納する（receive）ように寸法決めさ
れている2つの開口411a、411bを有する。ケージ本体420を椎間空間に挿入した後、連結さ
れた平板状のピン445a、445bが圧縮され、本体420のスロット432a、432bに挿入される。
平板状のピン445a、445bは、中央開口444に達すると、解放され、平板状のピン445a、445
bの遠位端部が上方及び下方にそれぞれ拡張し、上位椎骨終板及び下位椎骨終板とそれぞ
れ係合する。次に、プレート410が、2つの骨締結具412a、412bによってケージ420の前面
に取り付けられる。
【００２３】
　図21A及び図21Bを参照すると、別の実施形態では、椎間インサートアセンブリ400は、
ケージ本体420と、2つの平板状のピン445a、445bと、プレート410とを含む。この実施形
態では、プレート410及び平板状のピン445a、445bが連結され、1つのアセンブリを形成す
る。プレート410の本体は、金属被覆410aによって覆われたプラスチック410bから作製さ
れる。ピン445a、445bは金属から作製され、プレート410の金属被覆410aの一部である。
ケージ本体420が椎間空間に挿入された後、連結された平板状のピン445a、445bが圧縮さ
れ、本体420のスロット432a、432bに挿入される。平板状のピン445a、445bは、中央開口4
44に達すると、解放され、平板状のピン445a、445bの遠位端部が上方及び下方にそれぞれ
拡張し、上位椎骨終板及び下位椎骨終板とそれぞれ係合する。次に、プレート410が、2つ
の骨締結具412a、412bによってケージ420の前面に取り付けられる。図22a及び図22Bに示
されているように、さらに別の実施形態では、平板状のピン445a、445bは、金属プレート
410の一部であり、プレート410から直接延びている。
【００２４】
　図23A及び図23Bを参照すると、別の実施形態では、椎間インサートアセンブリ500が、
ケージ本体520と、中実プレート510を含む前部品と、プレート410から延びる2つの平板状
のピン545a、545bを含む。体内ケージ520はPEEKから作製され、骨アンカー512a、512bを
収納するように構成されている2つの前穴522a、522bと、平板状のピン545a、545bを収納
するように構成されている2つの凹状の前スロット532a、532bとを有する。2つの凹状のス
ロット開口532a、532bは、圧縮された平板状のピン545a、545bを収納するように形状付け
及び寸法決めされている。2つの凹状のスロットのうちの一方532aは、上方に向き付けら
れており、他方532bは下方に向き付けられている。この場合、体内ケージ520は、椎間空
間に挿入され、アンカー512a、512bによって固定される。次に、平板状のピン545a、545b
は、圧縮され、本体520のスロット532a、532bに挿入される。平板状のピン545a、545bは
、中央開口544に達すると、解放され、平板状のピン545a、545bの遠位端部が上方及び下
方にそれぞれ延び、上位椎骨終板及び下位椎骨終板と係合する。プレート510は、骨アン
カー512a、512bの正面に位置決めされ、骨アンカーの抗後退機能部として作用する。
【００２５】
　本発明の幾つかの実施形態が説明されてきた。それにもかかわらず、本発明の趣旨及び
範囲から逸脱することなく、種々の変更を加えることができることは理解されよう。した
がって、他の実施形態も添付の特許請求の範囲内にある。
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